
SDGs（持続可能な開発目標）とは、
「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現
を目指す国際目標です。
台東区はSDGsを支援しています。
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問合せ 日本堤子ども家庭支援センター TEL 03−5824−2571問合せ 男女平等推進プラザ TEL 03−5246−5822

●11月10日㈮まで・区役所1階ロビー
●11月11日㈯～23日㈷・生涯学習センター1階アトリウム

オレンジリボン・ツリーの展示
●11月11日㈯～23日㈷・生涯学習センター1階アトリウム

「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展示

●児童相談所虐待対応ダイヤル	 TEL 189（いちはやく）24時間365日
●24時間受付電話	 TEL 03−3875−1889
●日本堤子ども家庭支援センター	 TEL 03−5824−2571
●緊急の場合　警察110番

その他の窓口
●東京ウィメンズプラザ	 TEL 03−5467−1721　 
●東京都女性相談センター	 TEL 03−5261−3110
●警視庁総合相談センター	 TEL 03−3501−0110または＃9110
  24時間365日　

●日本堤子ども家庭支援センター	 TEL 03−5824−2571
●台東子ども家庭支援センター	 TEL 03−3834−4497
●寿子ども家庭支援センター	 TEL 03−3841−4631

区の相談窓口
●たいとうパープルほっとダイヤル
	 TEL 0120−288−322

たいとうパープル
ほっとダイヤル

　子供のためではあっても、厳しいし
つけや教育など、子供が心や体に苦痛
を感じる行為は、すべて虐待にあたり
ます。

　DV、性犯罪、セクハラ、ストーカー
行為など女性に対する暴力は、犯罪と
なる行為を含み、時には命の危険を伴
う重大な人権侵害です。

面前DV（子供の前でのDV）は
心理的虐待にあたります

　DVにより、子供は不安や恐怖など
ストレス状態に置かれることになり、
成長や発達にさまざまな影響を及ぼ
すことがあります。

ひとりで抱えず
最初の一歩を

みんなで防ごう！
こどもの虐待

虐待かも?と思ったら

子育てに不安がある時は

子育て総合相談

あなたと一緒に考える場所があります

11月は
児童虐待防止
推進月間

11月12日～25日は
女性に対する暴力を
なくす運動期間

日程・場所 日程・場所

気付いてあげたい子供と保護者のサイン
子供の様子
・泣き叫んだり、保護者に怒鳴られたりしている
・夜遅くまで遊んだり、徘徊したりしている
保護者の様子
・地域や親族などと交流がなく、孤立している
・小さい子供を家に置いたまま外出している

こんな思いで悩んだりしていませんか？
・優しくて楽しい時もある…でも怖い
・怒られるのは私が悪いのかも、私が我慢すれば…
・相手の機嫌を損ねないか恐怖心や不安感がある
・離れたいけど子供の養育、収入や生活が心配
・こんなこと、誰にも言えない

パープル・オレンジリボンキャンペーンパープル・オレンジリボンキャンペーン
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